
 

千葉市では、「第５次千葉市男女共同参画ハーモニープラン」（令和５～９年度）を改定し

ましたので、お知らせします。 

 

１ 改定の趣旨  

令和６年４月施行の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」により、必要な

施策の実施が地方公共団体の責務とされ、厚生労働省により「困難な問題を抱える女性へ

の支援のための施策に関する基本的な方針」が公示されました。 

これを受け、本市として、施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和５年３月に策

定した「第５次千葉市男女共同参画ハーモニープラン」を改定し、背景・現状と課題の追

記、事業の再編、指標の追加を行いました。 

 

２ 計画の公表 

（１）公表日 

   令和８年３月３１日（火） 

（２）公表方法 

  ア 市ホームページに掲載 

【URL】https://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/danjo/

5thharmonyplan.html 

  イ 市内施設での閲覧 

行政資料室（市役所低層棟２階）、各区役所総務課、各図書館、男女共同参画課  

（市役所高層棟８階）、男女共同参画センター 

 

３ パブリックコメント手続の実施結果  

（１）募集期間 

   令和７年１２月１６日～令和８年１月１５日 

（２）実施結果 

 ア 提出者数  １人 

  イ 意見数   ２件 

  ウ 修正件数  ２件 

 

 

 
 令和８年３月３１日 

市民局生活文化スポーツ部  
男女共同参画課  
電話 ２４５－５０５９ 

   

 

「第５次千葉市男女共同参画ハーモニープラン」を改定しました 
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